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10 キャッシュレス決済の状況1 インボイス制度の6月議会以降の動きについて

⑵ 周知等に関する主な取り組み⑴ 登録状況

※1 事業者数は、インボイスの円滑な導入に向けた関係府省庁会議（R5.8月末開
催）の資料による

実施機関 項 目 内 容

国税庁 相談対応
・インボイスコールセンター、免税事業者からの
相談窓口の設置
・インボイス制度説明会、登録要否相談会開催

公正取引
委員会

注意喚起等
相談対応と独占禁止法等の違反につながるお
それとなる事例を公表（18件：R5.7月末）

中小
企業庁

相談対応等
・税理士へのオンライン相談など体制の強化
・IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金な
どの費用面の支援

本市

ﾘｰﾌﾚｯﾄ
設置

市民税課窓口のスペースに国税庁作成のリーフ
レットを設置

広報
ながさき

事業者への案内として、国税局・税務署におい
て毎月「インボイス制度説明会」、「登録申請相談
会」を開催している旨記事を掲載

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
税関連情報として、リンク集に国税庁のインボイ
ス制度特設サイトを追加

事業者数（※1） 登録件数（※2） 登録率

課税事業者 300万件 250万件 83.3%

免税事業者
（※3）

460万件 66万件 14.3％

（160万件） （66万件） （41.3％）

計
760万件 316万件 41.6%

（460万件） （316万件） （68.7％）

●R5.7月末現在での登録状況

・全国の課税事業者300万件のうち260万件が登録済（登録率86.7％）

・財務省の推計では、全国の免税事業者460万件のうちインボイスの登録
が必要となる事業者は160万件

・登録が必要と思われる免税事業者160万件のうち82万件が登録済（登
録率51.3％）

・全体での登録件数は342万件（登録率74.3％）に達しており、5月末時
点より26万件（5.6ポイント）増

（R5.5月末現在）

事業者数（※1） 登録件数（※2） 登録率

課税事業者 300万件 260万件 86.7%

免税事業者
（※3）

460万件 82万件 17.8％

（160万件） （82万件） （51.3％）

計
760万件 342万件 45.0%

（460万件） （342万件） （74.3％）

（R5.7月末現在）

⑶ その他

・ インボイス登録の通知が10月1日までに届かない場合

登録の通知が制度開始日までに届かない場合でも、10月1日に遡って

登録を受けたものとみなす

ア 売手の対応

事前にインボイスの交付が遅れる旨を買手に伝え、通知後にインボイス

を交付する など

イ 買手の対応

事前に登録を受ける旨、売手から確認できた場合は、仕入税額控除可能

（R5.5月末現在）

※3 （ ）内は、インボイスが不要となる消費者相手の事業者を除いた場合の推計値

※2 登録件数は、福岡国税局への照会による
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10 キャッシュレス決済の状況【参考資料】 インボイス制度について

⑴ 概要

ア インボイス制度とは

「インボイス」とは適格請求書と言われるもので、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもの。「インボイス制度」とは、こ
の一定の要件を満たす請求書のやりとりを通じ、インボイスを受け取った者のみ消費税の仕入税額控除をできるようにする制度。

複数税率の下での公平公正な消費税額等の把握

ウ 目的

平成28年度税制改正において、平成29年4月に予定されていた消費税10％への引き上げ時に、低所得者対策として軽減税率（複数税率）
制度が創設され、併せて、インボイス制度の導入（平成33年4月～）が決定 （H28.3.31公布：所得税法等の一部を改正する法律等）

※消費税の引き上げは令和元年10月に、インボイス制度の導入は令和5年10月に、それぞれ2年6か月延期された

⑶ インボイス制度の現状（負担軽減措置）

ア 平成28年度税制改正で設けられた経過措置

イ 令和5年度税制改正で設けられた新たな経過措置（主なもの）

（ア） 小規模事業者向け 納税額を売上税額の2割に軽減（3年間）

（イ） 小規模事業者向け 少額取引（1万円未満）はインボイス不要（6年間）

（ウ） すべての方が対象 4月以降の申請でも制度開始時に登録可能

＋
免税事業者からの仕入れについて、制度実施後、6年
間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能

（参考資料2 P4～P7）

（参考資料3 P8～P11）

イ インボイス制度の成立の経緯

⑵ インボイス制度における懸念点

免税事業者

課税事業者へ移行する場合

（インボイス発行できる）

・新たに消費税の納税義務が発生

・申告・納付に伴う事務負担の増加

・取引先が消費税の仕入税額控除できない

・これまでの取引先との関係に影響する可能性

※課税売上高1千万円

以下の事業者

課税事業者へ移行しない場合

（インボイス発行できない）

【参考資料1】
令和5年6月

総務委員会提出資料
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【参考資料 2】 
令和 4年 11 月・令和 5年 6月 

総務委員会提出資料 
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【参考資料 3】 
令和５年６月 

総務委員会提出資料 
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